
○国有林野事業債務管理特別会計

○　国有林野事業債務管理特別会計の目的

※　計数については、億円未満を四捨五入したものです。

国有林野事業債務管理特別会計に関するお問い合わせ先

（代表）03-3502-8111　（内線）6253

（令和７年度予算ベース）

林野庁 国有林野部 管理課 予算係

民 間 金 融 機 関
借換借入金

3,013億円
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一 般 会 計
借入金償還及利子等財源繰入

334億円

Ⅰ　特別会計の設置等に関する情報

　国有林野事業債務管理特別会計は、旧国有林野事業特別会計から承継した借入金に係
る債務の処理に関する経理を行うことを目的として、平成25年度から暫定的に設置され
た特別会計です。

○　国有林野事業債務管理特別会計において経理されている事務の内容

　国有林野事業債務管理特別会計は、借入金の元本償還等の財源（国有林野産物の売払
収入等を財源とした借入金元本償還金等）と支払利子の財源を一般会計から繰り入れ、
償還額に満たない金額については民間金融機関から借入れを行います。これらの歳入を
財源として国債整理基金特別会計へ繰入れを行い、借入金の償還と利子の支払い等を行
います。

○　歳入及び歳出の概要

（歳入） （歳出）

借入金償還及利子等財源繰入
国債整理基金特別会計

3,347億円



○　令和７年度予算（国有林野事業債務管理特別会計）

・歳入歳出予算の概要

33,395 334,695

301,300

334,695 334,695

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由

　（一般会計からの繰入金の額）‥‥‥‥

（繰入れの理由）

　（借入金の額）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（理由）

・借入金の額及び借入金を必要とする理由

301,300百万円

　特別会計に関する法律に基づき、旧国有林野事業特別会計から承継した借入金
に係る償還金の財源に充てるため、民間金融機関から借入れを行っています。な
お、この借入金は全額借換借入金であり、借入金債務残高が増加するものではあ
りません。

※　計数については、百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しないこと
　があります。

借 入 金

合 計 合 計

33,395百万円

　特別会計に関する法律に基づき、旧国有林野事業特別会計から承継した借入金
に係る償還金及び利子等の支払財源として繰入れを行っています。

Ⅱ　予算に関する情報

（単位：百万円）

歳　入 歳　出

一 般 会 計 よ り 受 入 国債整理基金特別会計へ繰入


